
 

 

1頁 

○
総
務
省
令
第
七
十
四
号 

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
法
律
第
二
条
第
六
項
第
一
号
及

び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
区

域
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
七
日 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
区
域
を
定
め
る
省
令 

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

一 

法
第
二
条
第
六
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
目
的
業
務
区
域
に
含
む
区
域

及
び
同
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
目
的
業
務
区
域
か
ら
除
く
区
域
は
、
別

表
第
一
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。 

二 

法
第
二
条
第
六
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
目
的
業
務
区
域
か
ら
除
く
区

域
及
び
同
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
目
的
業
務
区
域
に
含
む
区
域
は
、
別

表
第
二
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。 

 
 

 

附 
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2頁 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
区
域
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
） 

２ 

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
区
域
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
一
年
郵
政

省
令
第
二
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

別
表
第
一 

一 

富
山
県
の
区
域
の
う
ち
中
新
川
郡
立
山
町
芦
峅
寺
ブ
ナ
坂
外
の
一
部
の
区
域 

二 

静
岡
県
の
区
域
の
う
ち
熱
海
市
泉
の
一
部
及
び
裾
野
市
茶
畑
の
一
部
の
区
域 

備
考 

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
よ
っ
て
表

示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
二 

長
野
県
の
区
域
の
う
ち
木
曽
郡
南
木
曽
町
（
吾
妻
の
一
部
及
び
田
立
に
限
る
。
）
の
区
域 

備
考 

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
よ
っ
て
表

示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 


